
豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク設置要綱 

 

（設置） 

第１条 市政のあらゆる分野において市民の参加及び参画を促し、市民と行政

の協働によるまちづくりの体制の構築を図るため、連区・町内会、ボランテ

ィア、市民活動団体、特定非営利活動法人、企業等をつなぐ豊川市まちづく

りコーディネーターの情報を登録する豊川市まちづくりコーディネーター

人材バンク（以下「まちづくり人材バンク」という。）を設置する。 

（まちづくり人材バンクへの登録要件） 

第２条 まちづくり人材バンクに登録することができる者は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

⑴   市内に在住し、又は在勤し、若しくは活動の拠点を有する満１８歳以上

の者とする。ただし、高校生は除くものとする。 

⑵   市長が指定する講座を受講し修了した者、又はまちづくりに係る活動の

コーディネート役を務めた経験がある者 

⑶ 市の区域内において地域の活性化に向けた活動を展開することに積極

的な意思を持つ者 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が次の各号のいずれかの事由に該当すると

認めるときは、登録しないものとする。 

⑴ 営利を目的とする活動が行われるおそれがあるとき。 

⑵ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成する活動が行

われるおそれがあるとき。 

⑶ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動が行われるお

それがあるとき。 

⑷   特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定す

る公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者も含

む。）、又は公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反

対する活動が行われるおそれがあるとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（登録の方法） 



第３条 まちづくり人材バンクへの登録は、届出によるものとする。 

２ 届出をする者は、豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク登録届出

書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（登録の解除） 

第４条 まちづくり人材バンクに登録された者（以下「登録者」という。）は、

登録の解除を希望するときは、市長に申し出るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、登録を解除することができる。 

⑴ 第２条第１項第１号を満たさなくなったとき。 

⑵ 第２条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

⑶ 登録者の取組が登録内容と大きく異なるとき。 

⑷ 登録者としての適格性を欠くとき。 

⑸ 虚偽の届出その他不正の手段により登録を受けたとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 

（登録内容の公開） 

第５条 市長は、あらかじめ市民へ情報提供することについて同意のあった登

録者について、次に掲げる事項を市ホームページ等で公開するものとする。 

⑴ 活動歴 

⑵ 得意分野又は助言、指導若しくは協力できる活動内容 

（まちづくり人材バンクの活用） 

第６条 まちづくり人材バンクを活用しようとする者（以下「活用者」という。）

は、市に申し出るものとする。 

２ 市は、前項の申出があったときは、登録者に確認の上、当該活用者に紹介

するものとする。 

３ 活用者は、前項の規定により、登録者の紹介を受け、まちづくり人材バン

クの活用を決定したときは、豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク

活用届出書（様式第２号）を活用の決定後１０日以内に市長に提出するもの

とする。 

４ 活用者及び登録者は、互いに誠意を持って対応するものとする。 

５ 前各項に規定するもののほか、活用者及び登録者間において、疑義又は問

http://www.town.aisho.shiga.jp/reiki_int/reiki_honbun/r304RG00000757.html#e000000104


題が生じたときは、それぞれ自己の責任で対処するものとする。 

（庶務） 

第７条 まちづくり人材バンクに関する庶務は、市民部市民協働国際課におい

て行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり人材バンクに関し必要な事

項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和５年２月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク登録届出書 

 

年  月  日 

 

豊 川 市 長 殿 

氏 名

ふりがな

              

 

 豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク設置要綱第３条第２項の規定

により、下記のとおり、まちづくり人材バンクへの情報の登録を届け出ます。 

記 

住所 
〒 
 

電話番号(自宅)  (携帯)  

E-mail  

生年月日 年  月  日 

活動歴  

得意分野又は助
言、指導若しく
は協力できる活
動内容 

 

□太枠部分を市ホームページ等で公開することを承諾します。 

 

 

 



様式第２号（第６条関係） 

豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク活用届出書 

 

年  月  日 

 

豊 川 市 長 殿 

団体名                             

所在地               

代表者名              

 

 豊川市まちづくりコーディネーター人材バンク設置要綱第６条第３項の規定

により、下記のとおり、まちづくり人材バンクの活用を届け出ます。 

記 

１ 活用目的・内容 

 

 

 

２ 活用期間 

 

 

 

３ その他 


